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平成１５年度実績評価実施結果報告書

入国管理局政策所管部局

外国人の円滑な受入れ施策等の名称

目 標 基本目標

我が国の国際協調と国際交流を増進し，我が国社会の健全な発展を目指す。

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１２年３月 平成１７年３月

達成目標１

， 。専門的 技術的分野の外国人労働者の円滑かつ適正な入国・在留を実現する

在留資格及び在留資格 専門的，技術的分野の外国人労指標 目標値等
に係る基準の見直し，手 働者の円滑かつ適正な入国・在留
続等の簡素・合理化な の実現
ど，円滑・適正化のため
の施策の内容及び実施状
況

出入国管理行政の重要な任務の一つは，国際協調と国際交流の増進に寄与す基本的考え方
るとともに，我が国社会の健全な発展に資することを目的として，我が国社会
にとって有益である外国人を受け入れることにあり，我が国の産業及び国民生
活に与える影響等を考慮しつつ，このような外国人を積極的かつ円滑に受け入
れるための施策を講じる必要がある。
近年，通信・運輸手段の発達と経済システムの自由化が進行したことに伴う

経済のグローバル化によって，外国との競争が激化しているほか，情報通信技
術の発達により産業構造が変化し，より高度な専門性を有する人材を確実に確
保したいという社会のニーズが高まるとともに，経済活動上の規制緩和推進の
流れにより，企業活動がより多様性を求めるようになるなど，一層柔軟な人的
資源の活用が望まれている。このような状況において，専門的，技術的分野に
おける外国人労働者の受入れに関しては，社会情勢の変化に応じ，内外の気運
の高まりが認められる分野，例えば情報通信分野における外国人労働者等につ
いて，円滑かつ適正に受け入れるための条件及び環境を確保しつつ，人材の確
保や交流に出入国管理行政としても貢献していくべく，これらの分野における
外国人労働者の受入れに対応する上陸許可基準，在留資格の見直し等を行うな
ど，受入れの拡大について積極的に検討していく。

以上のとおり，我が国の産業及び国民生活に与える影響等を考慮しつつ，専
門的，技術的分野の外国人労働者の円滑かつ適正な入国・在留を実現すること
（達成目標）により，我が国の外国人労働者の受入れに係る社会のニーズに応
え，また，経済面のみならず文化面における交流を活発化させ，国際協調と国

， （ ） 。際交流を増進し 我が国社会の健全な発展を目指す 基本目標 ことができる
なお 「外国人の円滑な受入れ」という施策については，出入国管理行政は，

外国人を招へいする事業を行うものではないので，入国者の増減等の影響が実
施した施策によってどの程度生じたかを判断することは困難であるため，本施
策の評価においては，平成１５年度中に講じた施策の内容及び実施状況を指標
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としている。

１ 我が国の経済状況の変化に伴う専門的，技術的分野における労働者（特に目標達成に影
外国人）の需要の変動響を及ぼす可

２ 諸外国の経済状況の変化に伴う専門的，技術的分野における労働力の供給能性のある外
の変動部要因

なお，上記１及び２は，各国の経済状況の変化により，目標達成にプラス
にもマイナスにも影響を与える。

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
平成１５年度の政策評価に当たっては，達成目標の実現に向けて講じた施

策の内容及び実施状況を指標とし，これらの状況を分析することにより，専
門的，技術的分野の外国人労働者の円滑かつ適正な入国・在留の実現を図る
ことができたか否かを評価する。

１．平成１５年度に講じた施策（内容及び実施状況）評 価の 内 容
（１）外国人ＩＴ技術者の一層の受入れに向けた法務省告示の一部改正

平成１２年に制定された高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（Ｉ
Ｔ基本法）に基づき，我が国の高度情報通信ネットワーク社会の形成を目
指した各種施策が検討・実施されているところ，平成１３年の法務省令の
改正により，情報処理に関する技術又は知識を必要とする業務に従事しよ

，うとする外国人は法務大臣が告示をもって定める試験のいずれかに合格し
又は資格を有している場合には 「技術」の在留資格に関する上陸許可基，
準である「大卒若しくは大卒相当以上の学歴又は１０年以上の実務経験」
を問わずに入国できることとして，外国人ＩＴ技術者の上陸許可に係る要
件を緩和した。その後，平成１３年度に，我が国の実施する情報処理技術
に関する試験に加えてシンガポールの機関が認定する情報処理技術に関す
る資格取得を，平成１４年度に，韓国の機関が認定する資格の取得者及び
中国の機関が実施する試験の合格者を上記上陸許可基準の特例措置の対象
に加えた。

平成１５年度においても，この特例措置の対象となる資格をさらに拡大
し，平成１５年５月３０日付け法務省告示において，フィリピン・日本情
報技術標準試験財団（ ）が実施する基本情報技術者試験及びJITSE Phil
ベトナム情報技術試験訓練支援センター（ ）が実施する基本情報技VITEC
術者試験の合格者を新たに上記上陸許可基準の特例措置の対象とした。

（２）構造改革特別区域法（以下「特区法」という ）による入管法の特例措。
置等

ア 外国人研究者の在留期間の伸長等
近年の産学連携の強化等により，質の高い研究開発の推進及び当該研究

開発の成果を実用化し創出された新規事業による産業の活性化及び経済の
活性化を図る地域が増加している。このような地域においては，海外の優
秀な研究者に対する需要及び来日した外国人研究者の研究活動の成果によ
り，新規事業が創出され，地域及び国の経済活性化の起爆剤となることへ
の期待が高まっており，こうした動きを背景に外国人研究者に係る活動範
囲の拡張及び最長の在留期間の伸長等が求められていた。

これを受けて，特区法において入管法の特例措置を設け，平成１５年４
月１日から，構造改革特別区域（以下「特区」という ）内において所在す。
る研究施設等において，研究活動や当該研究活動と併せて経営活動を行お
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うとする外国人研究者について，在留資格変更許可を受けることなく「特
定活動」の在留資格を付与することを可能とし，また，この場合における
在留期間の上限を 年から５年に伸長する措置を講じた。3

イ 特定事業等に係る入国・在留諸申請の優先処理
平成１５年４月１日から，特区内の特定事業等に係る外国人の入国・在

留諸申請について，専用窓口を設けるなどして，他の案件より優先して処
理することとした。

ウ 特定事業等に係る永住許可の弾力化
平成１５年４月１日から，特区内の特定事業等に係る外国人で我が国へ

の貢献があると認められる者については，永住許可に必要な在留要件を５
年以上から３年以上に短縮する措置を講じた。

エ ＩＴ技術者の在留期間の伸長
平成１５年１０月１日から，特区内の事業所において活動する情報処理

， 。技術者について 在留期間の上限を３年から５年に伸長する措置を講じた
（３ 「構造改革特区の第二次提案に対する政府の対応方針」を受けた対応）
ア ソムリエに関する実務経験要件の緩和

平成１６年２月２７日の法務省令の改正により，いわゆるソムリエに関
する「技能」の在留資格に係る上陸許可基準である１０年の経験年数要件
を５年に短縮する措置を講じた。

イ 外国人医師の診療場所の拡大
平成１６年２月２７日の法務省令の改正により，医師等の確保が困難な

地域における外国人医師等が診療業務を行おうとする稼働先について，従
来の「診療所」に加えて「病院」にも拡大する措置を講じた。

（４）在留資格認定証明書交付手続の迅速化等
企業活動の国際化，複雑化に伴い，高度な技術を有する外国人の雇

用や企業内における転勤が増加し，これらについて迅速な手続が求め
られている。

こうした企業等のニーズを踏まえ，問題のない優良な企業につい
ては，在留資格認定証明書交付申請に係る手続の迅速化・簡素化措
置を講じた。

（５）永住許可要件の明確化
５年以上の在留実績がある者で我が国への貢献が認められて永住

が許可された事例及びこれが認められず不許可とされた事例を法務
省のホームページにおいて公開し，永住許可要件の明確化を図る措
置を講じた。

２．評価結果
（１）外国人ＩＴ技術者に係る告示の改正により，従来は「技術」に係る上陸

許可基準に適合せず，我が国への入国が認められていなかったフィリピン
及びベトナムの機関が実施する試験の合格者が我が国への入国を認められ
ることになり，また，特区法に基づき外国人ＩＴ技術者に係る在留期間の
伸長等の特例措置を講じたことなどにより，専門的，技術的分野の外国人
労働者のより一層円滑かつ適正な入国・在留の実現を図ることができた。

なお，法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する外国の試験
等については，各国との相互認証の進展を踏まえ，必要に応じて見直し，
拡大を図っていく予定であるところ，平成１６年３月３１日現在において
も，ミャンマー及び台湾との相互認証を踏まえ，特例措置の対象に含める
か否かにつき検討しているところである。

（２）これらの分野以外においても，専門的，技術的分野と評価し得る外国人
労働者の受入れについては，社会のニーズを見極めた上，外国人の入国・
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在留が我が国社会に悪影響を与えることなく，かつ，当該外国人がより機
， ，動的に活躍できるよう 在留資格の整備や上陸許可基準を見直すなどして

積極的な受入れを図っていく必要があり，平成１５年度においては,特区法
に基づく入管法の特例措置により，特区内の研究施設等における外国人研

，究者が研究の成果を利用して事業経営を行うことなどが可能となったほか
永住許可要件の明確化・弾力化により，我が国で長期活動を希望する有益

， 。な専門的 技術的分野の外国人労働者の円滑な受入れを図ることができた
（３）今後も，我が国における受入れ環境その他内外の状況を十分に見極め，

不法滞在等の防止に留意しつつ，社会のニーズ等に応える外国人の円滑か
つ適正な受入れを図るための施策を実施していく必要がある。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

入国管理局政策所管部局

外国人の円滑な受入れ施策等の名称

目 標 基本目標

我が国の国際協調と国際交流を増進し，我が国社会の健全な発展を目指す。

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１２年３月 平成１７年３月

達成目標２

研修生，技能実習生の円滑かつ適正な入国・在留を実現する。

適正な管理を確保した 研修生，技能実習生の円滑かつ指標 目標値等
上での手続等の一層の簡 適正な入国・在留の実現
素・合理化など，円滑・
適正化のための施策の内
容及び実施状況，研修生
等の適正な在留の把握や
指導の状況

出入国管理行政の重要な任務の一つには，我が国の産業及び国民生活に与え基本的考え方
る影響等を考慮しつつ，我が国社会にとって有益である外国人を積極的かつ円
滑に受け入れるための施策を講じることが挙げられるが，その目的は国際協調
と国際交流の増進に寄与するとともに，我が国社会の健全な発展に資すること
にある。
我が国が実施している研修・技能実習制度は，外国人研修生に就労活動では

ない学習である「研修」と雇用関係の下での技術等の修得である「技能実習」
の双方を修得させることを通じて，開発途上国へ効果的な技術移転を図り，こ
れらの国々等の経済発展を担う人づくりに協力・貢献することが先進国である
我が国の責務であるとの観点から，社会の各方面の期待を担って創設，運営さ
れてきたものであり，制度のより一層の充実を図る必要がある。
しかし，同制度が定着・発展を見る一方で，研修生・技能実習生の研修先か

らの逃亡等様々な問題が発生し，その背景には受入れ機関及び研修生等関係者
。 ，が研修・技能実習制度の趣旨を十分に理解していないことが挙げられる また

技能実習制度へ移行可能な職種が限定されているため，技能実習により更に高
度な技術等の修得を希望する研修生や，研修生を受け入れて技術を修得させる
ことにより海外における事業展開の基礎を築きたいとする受入れ機関の要望に
十分に応えられていないとの指摘もある。このような現状を踏まえ，現行の研
修制度・技能実習制度を見直し，関係省庁と連携の上，受入れ機関及び研修生
等関係者に対する指導・啓発，技能実習対象職種（注）の拡大等の施策を講じ
て，研修及び技能実習制度の一層の適正化及び充実を図る。
以上のとおり，研修生・技能実習生の円滑かつ適正な入国・在留を実現する

こと（達成目標）により，我が国の国際協調と国際交流を増進し，我が国社会
の健全な発展を目指すこと（基本目標）ができる。

なお 「外国人の円滑な受入れ」という施策については，出入国管理行政は，
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外国人を招へいする事業を行うものではないので，入国者の増減等の影響が実
施した施策によってどの程度生じたかを判断することは困難であるため，本施
策の評価においては，平成１５年度中に講じた施策の内容及び実施状況を指標
としている。
（注）技能実習対象職種

， ，技能実習対象職種は その対象技能が公的に評価ができるものであって
かつ，研修生送出国のニーズに合致するという要件を満たさなければなら
ない。技能の公的評価は，職業能力開発促進法で定められている技能検定
や，国際研修協力機構が認定した評価システムの試験によっている。

１ 我が国の経済状況の変化による外国人研修・技能実習生の受入れ希望機関目標達成に影
数の変動響を及ぼす可

なお，上記１は各国の経済状況の変化により，目標達成にプラスにもマイ能性のある外
ナスにも影響を与える。部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
平成１５年度の政策評価にあたっては，達成目標の実現に向けて講じた施

策（技能実習移行対象作業の拡大，特区における特例措置 「いわゆる団体，
監理型」研修における実態把握等）の実施状況を指標とし，これらの実施状
況を分析することにより，研修生・技能実習生の円滑かつ適正な入国・在留
の実現を図ることができたか否かを評価する。

評 価の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（内容及び実施状況）
（１）技能実習移行対象作業の拡大

平成５年に創設された技能実習制度については，創設当初，滞在期間が
「研修期間と合わせて２年以内 ，対象職種が１７種類３４作業であった」
のに対し，平成９年には，滞在期間を「研修期間と合わせて３年以内」に
延長したほか，その対象職種についても，平成１４年には６２種類１１２
作業にまで拡大した。その後 「定置網漁業」について，研修送出国，受，
入れ機関や関係業界から技能実習への対象作業とするよう強い要望がなさ
れたことから，平成１５年度においては，関係省庁と協議を行った上，こ
れについても技能実習への移行対象作業に追加し，評価時期の時点では，
技能実習対象職種は６２職種１１３作業にまで拡大している。
技能実習移行対象職種・作業は別添のとおりである。

技能実習移行対象職種・作業の拡大状況
年 平成５年 平成６年 平成７年 平成１０年 平成１２年

46 17 47 53 55 59職種数 ( )
74 34 75 84 86 106作業数 ( )

※（ ）は技能実習制度創設時の年 平成１４年 平成１５年

職種・作業数職種数 62 62
112 113作業数

（２）推薦研修制度の廃止等
「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画 （平成１４年」

３月２９日閣議決定）に従って，法務大臣の承認を得て財団法人国際研修
協力機構（以下「 」という ）が推薦する研修は平成１５年度末に廃JITCO 。
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止されたが，これまで の推薦を受けて研修生を受け入れてきた研修JITCO
事業で法務大臣が適正と認めるものについては，新たに受入れ機関ごとに
個別に法務省告示をもって定めることとし，申請人がその告示をもって定
める研修を受ける場合，受入れ機関が受け入れることができる研修生の人
数枠等について特例を認めることとした。
なお，これまで に委託していた技能実習希望者の在留状況の調査JITCO

及び評価についても，上記改革実施計画に従い，平成１６年度から入国管
理局が実施することとした。

（３）特区における特例措置
平成１５年１０月１日から，特区内に所在する所要の要件を満たす事業

所において，実務研修を含む研修を受けようとする外国人研修生につき，
その受入れ人数枠を緩和するための特例措置を講じた。

（４ 「いわゆる団体監理型」研修における実態把握）
いわゆる団体監理型（受入れ企業と派遣機関とに取引関係等はないが，

）商工会・協同組合等の団体が監理することで受入れが認められている研修
による研修生受入れ，とりわけ問題が多く見られる中小企業団体の中で，
異業種の組合における研修の実施体制等が疑問視されていることから，全
国の中小企業経友会事業協同組合，民間企業の関与している受入れ機関等
を中心に実態調査を実施した結果，研修生の所定時間外の活動，名義貸し
及び研修計画の齟齬等不適切な研修・技能実習事案が判明した９２の受入
れ機関に対して不正行為認定した。

（ ） ， 。注 不正行為認定の受入れ機関における研修は 上陸許可基準の要件に適合しないこととなる

２．評価結果
（１）平成１５年度においては，上記１（１）のとおり，研修生送出国のニー

ズ等を踏まえ，技能実習移行対象職種は６２職種１１３作業に拡大し，そ
の施策によって，従来は，研修から技能実習に移行できず，帰国しなけれ
ばならなかった外国人が技能実習を行うことを可能とした。

また 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画 （平成１， 」
４年３月２９日閣議決定）に従い，平成１５年度末に推薦研修制度を廃止
したが，外国人研修生の円滑かつ適正な受入れを実現する観点から，一定
の条件の下で引き続き当該研修を研修生の受入れ人数枠等の特例の対象と
することとした。このほか，特区における特例措置を講じたことなどによ
り，外国人研修生の円滑な受入れを図ることができた。

他方 「いわゆる団体監理型」研修に係る受入れ機関の実態調査を積極，
， （ ） ， ，的に実施し 上記１ ４ のとおり 不正行為認定を行うことなどにより

研修生，技能実習生の適正な入国・在留の実現を図ることができた。
なお，技能実習生に係る在留資格「特定活動」をもって在留する者の外

国人登録者数は，平成１５年１２月３１日現在，４６，３５２人で，５年
前の平成１０年１２月３１日における１５，４８６人の３倍近くとなって
おり，技能実習制度が確実に定着・拡大していることがうかがわれる。

在留資格「特定活動（技能実習 」に係る外国人登録者数）

年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年10 11 12 13 14 15

15,486 19,740 24,917 32,822 41,196 46,352登録者数

（２）研修及び技能実習制度の適正化及び拡充をより一層図るため，平成 年15
度中に実施した実態調査の結果等も踏まえ，入国管理局では，研修・技能
実習制度の見直しや，技能実習により更に高度な技術等の修得を希望する
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研修生及び受入れ機関の要望に応えるため，技能実習対象職種の拡大等に
， 。よる技能実習制度の拡充について 関係省庁と協力して検討を行っている

また，技能実習に係る現行の在留資格「特定活動」について活動内容が
分かりにくいとの指摘もあることから，技能実習制度に基づく在留資格で
あることを明確にする意味から，独立した在留資格を新設することなどを
含めた必要な法改正についても，引き続き検討している。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

入国管理局政策所管部局

外国人の円滑な受入れ施策等の名称

目 標 基本目標

我が国の国際協調と国際交流を増進し，我が国社会の健全な発展を目指す。

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１２年３月 平成１７年３月

達成目標３

。学術・文化面にかかわる外国人の円滑かつ適正な入国・在留を実現する

留学生等の受入れ促進 学術・文化面にかかわる外国人指標 目標値等
のための施策や文化，ス の円滑かつ適正な入国・在留の実
ポーツ等を通じた交流促 現
進のための施策の内容及
び実施状況，留学生等の
適正な在留の把握や指導
の状況

学術・文化・青少年交流は，いずれも国際社会における相互理解，協調意識基本的考え方
の醸成に役立つものであり，次の時代の国際交流を担う外国人の青少年に我が
国の理解者を得ることは，今後の我が国の国際的な発展（国際協調と国際交流
の増進）の大きな力となるものである。特に，将来我が国及び母国における活
躍が期待される留学生，就学生については，その受入れを一層積極的に図って
いくことが望ましい。また，このような観点から，関係省庁と協力し，スポー
ツ，イベント，ワーキングホリデー制度（二国間の協定に基づき，一定期間休
暇を過ごすことを目的として在留する青少年に対し，その間の旅行資金を補う
ため付随的に報酬を受ける活動を認める制度）を通じた交流を支援するため，
これら分野における外国人について，積極的に受け入れるとともに，学術・文
化・青少年交流の目的でない外国人の入国・在留を排除できるよう円滑かつ適
正な入国・在留が可能となるような施策を講じる。
なお，留学生，就学生の中には我が国での就労を目的として入国する者が少

なくないほか，教育機関による学生の在籍管理が不十分なため，留学生，就学
生が学業を継続できなかったり，アルバイトのみを行っている等の問題も生じ
ていることから，適正な入国・在留の観点から，関係省庁と協力の上，入管法
令等による外国人学生の受入れの在り方の改善と留学生を受け入れる学校側の
教育環境の整備等を通じて，その積極的な受入れを行っていくとともに，外国
人学生の在留の適正化に資するため，教育機関への指導方法についても検討し
ていく。
以上のとおり，留学生，就学生等の円滑かつ適正な入国・在留の実現を図る

こと（達成目標）により，我が国の国際協調と国際交流を増進し，我が国社会
の健全な発展を目指すこと（基本目標）ができる。

なお 「外国人の円滑な受入れ」という施策については，出入国管理行政は，
外国人を招へいする事業を行うものではないので，入国者の増減等の影響が実



- 11 -

施した施策によってどの程度生じたかを判断することは困難であるため，本施
策の評価においては，平成１５年度中に講じた施策の内容及び実施状況を指標
としている。

１ 国際情勢の変化に伴う海外渡航者数の変動目標達成に影
２ 我が国の経済状況の変化による受入れ機関数の変動響を及ぼす可

なお，上記１及び２は各国の経済状況の変化により，目標達成にプラスに能性のある外
もマイナスにも影響を与える。部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
平成１５年度の政策評価においては，達成目標の実現に向けて講じた施策

の実施状況（ 留学」及び「就学」の在留資格に係る審査の一層の適正化の「
ための措置，教育機関に対する指導，日本語教育機関の告示の改正等）を指
標とし，これらの実施状況を分析することにより，学術・文化面にかかわる
外国人の円滑かつ適正な入国・在留の実現を図ることができたか否かを評価
する。

評 価の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（内容及び実施状況）
（１）留学生，就学生に係る適正化等の措置
ア 「留学」及び「就学」の在留資格に係る審査の一層の適正化

留学生，就学生の入国・在留審査に当たっては，学生の在籍管理が適正
に行われている教育機関からの申請については，できる限り提出書類の簡
素化を行うなど，教育機関の在籍管理能力に応じた取扱いを推進し，留学
生，就学生の円滑かつ適正な受入れの促進を図っているところ，近年，留
学生の不法残留者が再び増加傾向にあり，また，留学生や就学生による犯
罪が大きな社会問題となっているほか，不法就労者等の摘発の際にも，こ
れらの者が被摘発者の半数近くを占める状況になっている。このような状
況を踏まえ，平成１６年４月期生に係る在留資格認定証明書交付申請及び
以後の在留資格変更許可申請等について，経費支弁能力の確実な確認など
審査の一層の適正化を図った。また，平成１５年１０月に不法滞在外国人
対策の強化に関する東京都との共同宣言を行い，関係機関相互の情報交換
を密にしつつ，実態調査を強化して各種申請に対する審査の更なる適正化
を図った。

イ 教育機関に対する指導等
一部の教育機関において，学生の選抜に当たって勉学意欲の確認が十分

に行われていない，学生の所在やアルバイト先を把握していないため，学
業がおろそかになるなど在籍管理が不十分であるなどの問題が発生したた
め，平成１４年度に引き続き，平成１５年度においても，教育機関の所在
地を管轄する地方入国管理局にこれら教育機関の関係者の出頭を求め，選
抜方法の改善及び在籍管理の改善・徹底に係る注意・指導を行った。

また，留学生の不法就労問題及び外国人犯罪の現状等を再確認し，もっ
て適正な学校運営の一助として，次代の我が国と諸外国との大きな架け橋
になると期待される留学生，就学生の適正な人材育成に役立ててもらうこ
とを目的として，平成１５年６月，東京都内に所在する外国人留学生等が
在籍する教育機関の関係者を集め，警視庁との共催により，講習会を開催
した。

ウ 「留学」及び「就学」の在留資格に関する日本語教育機関の告示の改正
平成１３年３月３０日，日本語学習を目的とする留学生，就学生の入国



- 12 -

に関し，法務大臣が日本語教育機関の施設及び編制についての審査及び証
，明を行う事業を認定する制度を導入する旨入管法施行規則の一部を改正し

同年５月３１日には，財団法人日本語教育振興協会（以下「日振協」とい
う ）を同事業者として認定したことにより，日本語学習を目的として入国。
する留学生，就学生を受け入れることができる日本語教育機関を告示で定
める場合に，日振協の審査結果を参考とすることができるようになったこ
とから，業務の迅速化・効率化が図られたところ，平成１５年度において
は，日本語学習を目的として入国する留学生，就学生を受け入れることが
できる日本語教育機関を告示で定める告示を５回改正し 「留学」及び「就，
学」の在留資格に関して，専修学校等において日本語教育を行う教育機関
として新たに４４校を追加し，平成１６年３月３１日現在，法務大臣が告
示をもって定めた日本語教育機関は４２７校となった。なお，平成１５年
度中に３校が廃校となった。

（２ 「構造改革特区の第二次提案に対する政府の対応方針」等を受けた対応）
ア 夜間大学院留学生に対する「留学」の在留資格の基準の特例を認めるた
めの法務省令の整備

「留学」の在留資格に係る上陸許可基準を定めた省令においては 「専，
ら夜間通学して又は通信により教育を受ける」ものでないことを上陸許可
の基準として規定しているが，特区内で，夜間において授業を行う大学院
の研究科で教育を受ける留学生について，当該大学による徹底した在籍管
理がなされる場合には当該上陸許可基準を適用しないこととし，平成１５
年８月２９日，同省令の特例に関する措置等を定める省令を制定し，夜間
大学院においても外国人留学生の受入れを可能とした。

イ 留学生が卒業後に就職活動を行う場合における最長１８０日間の「短期
滞在」の在留資格の容認

平成１６年２月から，留学生が，大学卒業後，就職活動を行っており，
かつ，大学による推薦がある場合には 「短期滞在」への在留資格変更を，
許可し，更に１回の在留期間更新を認めることにより，最長１８０日間滞
在することを可能とするとともに，個別の申請に基づき，週２８時間以内
の資格外活動の許可を行うこととした。

ウ 夏季休暇期間等を利用して本邦企業等での実務を経験（インターンシッ
プ）する外国人学生の受入れのための法務省告示の改正

夏季休暇期間等を利用して本邦企業等での実務を経験しようとする外国
人学生については 「特定活動」の在留資格に係る法務省告示において教，
育課程の一部として行われることが前提とされていたが，平成１６年２月
２７日，当該告示を改正し，単位取得の対象とならない場合であっても外
国の大学の夏季休暇等の期間を利用し，本邦の公私の機関から報酬を受け
て３月を超えない期間内に，当該大学が指定する当該機関の業務に従事す
る活動を行うことを可能とした。

（３）英国人ボランティアの受入れのための法務省告示の一部改正
平成１５年４月２８日 「特定活動」の在留資格に係る法務省告示を改，

正し，我が国で福祉に係るボランティア活動を行おうとする英国人に係る
英国政府に対する口上書の適用を受ける英国人が，我が国において１年を
超えない期間，社会福祉法人等に受け入れられてボランティア活動を行う
ことを可能とした。

（４）しずおか国際園芸博覧会（パシフィックフローラ２００４）開催に係る
関係者の円滑な受入れを実現するための法務省告示の一部改正

平成１６年４月８日から開催される「パシフィックフローラ２００４」
の関係者の円滑な受入れを実現するため，平成１５年１０月２４日 「特，
定活動」の在留資格に係る法務省告示を改正し，開催準備の段階から関係
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者の円滑な受入れを可能とした。

２．評価結果
（１）留学生の不法残留者が再び増加傾向にあるなどの状況を踏まえ，在留資

格認定証明書交付申請等について，従来の取扱いを改めて審査の一層の適
正化を図ったほか，教育機関に対し，適正かつ円滑な受入れに当たって留
意すべき事項を指導した。また，平成１３年度に日振協を日本語教育機関
の施設及び編制についての審査及び証明を行う事業者として認定したこと
により，日本語学習を目的として入国する留学生，就学生を受け入れるこ
とができる日本語教育機関を告示で定める際に日振協の審査結果を参考と
することができるようになった結果，平成１５年度においても，平成１４
年度と同様，業務の簡素・合理化が図られ，留学生，就学生の各種申請へ
の対応により円滑かつ適正に対応できるようになった。これらの施策を通
じ，真に我が国で学ぼうとする留学生，就学生の円滑かつ適正な入国・在
留の実現を図ることに貢献できたものと考える。

（２）平成１５年度においては，特区における特例措置として，従来は我が国
への入国が認められていなかった夜間大学院留学生の受入れを認める特例
措置を講じ，学術交流の更なる発展に貢献したと考えられるほか，全国に
おいて行う措置として，留学生が卒業後に就職活動を行う場合における最
長１８０日間の「短期滞在」の在留資格の容認等の措置を講じることを通
じて，習得した知識を我が国で活かそうとする留学生にとって，より魅力
的な留学環境を整備した。

（３）学術・文化・青少年交流は今後の我が国の国際的発展の大きな力となる
ものであるとの観点から，今後も留学生，就学生の受入れ促進のための諸
施策を他の行政分野を担当する機関とも協力の上で実施していくことに加
え，スポーツ，イベント，ワーキング・ホリデー制度等を通じた一層幅広
く円滑な交流を支援していくこととする。

以上のとおり，達成目標である学術・文化面にかかわる外国人の円滑かつ適
正な入国・在留の実現を図ることに貢献するための施策を講じることができた
ものと考えるが，留学生の不法残留者が再び増加傾向にあるなどの状況を踏ま
え，関係機関との連携を密にしつつ実態調査を積極的に実施するなど，引き続

， ， ，き厳格な審査を実施していく必要があるほか 依然として 受け入れた留学生
就学生の在留の把握や指導が適正になされているとは認められない教育機関が
散見されており，関係機関と協力の上，留学生，就学生の受入れ及び受入れ後
の在籍管理の在り方についての改善と教育環境の整備等について，引き続き教
育機関を指導していく必要がある。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

入国管理局政策所管部局

好ましくない外国人の排除施策等の名称

基本目標

我が国社会の安全と秩序の維持を目指す。目 標

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１２年３月 平成１７年３月

達成目標

平成２０年までの５年間で不法滞在者を半減させる （注）。

我が国における不法滞在 ５年間で不法滞在者数の半指標１ 目標値等
者数（推計値） 減

厳格な出入国審査，強力 効果的な不法滞在者対策の指標２ 目標値等
な摘発，円滑な送還など不 実施
法滞在者縮減のための施策
の実施状況

（注）基本目標は，平成１２年３月策定の第二次出入国管理基本計画に基づき
設定しており，他方，達成目標は 「不法滞在者を，今後５年間で半減さ，
せ」ることを目標とした平成１５年１２月の犯罪対策閣僚会議における決
定（ 犯罪に強い社会の実現のための行動計画 ）に基づき設定しており，「 」
それぞれ目標年次が異なる。

出入国管理行政の重要な役割の一つは，外国人の適正な入国・在留を確保す基本的考え方
ることにより，我が国社会の安全と秩序を維持することである。我が国におけ
る出入国管理の秩序は在留資格制度を基本として維持されており，在留資格を
有することなく我が国に不法に在留している外国人についてはこれを厳正に排
除し，入管法違反者の減少を図らなければならない。
特に，最近，我が国において外国人の関与する各種の犯罪が多発しており，

また，入管法違反者の多くは不法就労に従事しており，これらの者を不法就労
させる事業主が，賃金搾取など我が国労働関係法規等を遵守しなかったり，事
業主やブローカーが不法就労者に売春を強要したりするなど人権上の問題を生
じさせるケースも見られる。
また，不法残留者数（注）は近年漸減傾向にあるが，依然としてその数は高

水準にあるばかりか，不法就労期間も長期化傾向にあり，さらに，我が国での
不法就労を目的として船舶や航空機により不法入国する者も依然として高水準
にあり，その不法滞在行為は，適正な出入国管理の実施を妨げているのみなら
ず，我が国の社会，経済，治安等に悪影響を及ぼしている。
こうした諸情勢にかんがみ，出入国管理行政においては，この問題に従前に

も増して強力に取り組んでいく必要がある。
入国管理局では，強力かつ効果的な不法滞在者対策を実施するため，不法滞

在事犯の取締り（摘発・収容・送還）の強化に必要な要員の確保・充実及び収
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容施設の拡充・整備等の体制強化を進めるとともに，不法滞在外国人の背後で
暗躍・関与が認められるブローカー等を処罰するため，警察機関に不法就労助
長罪の積極的な活用を求めるなどし，また，関係省庁等と協力の上，不法就労
外国人対策キャンペーン月間を実施し，不法滞在者の排除に向けた啓発活動を
行うほか，新たな入管法違反者の入国を防止するため，最新鋭の偽変造旅券等
の鑑識機器を活用し，偽変造旅券等の行使者に対して厳格な上陸審査を実施し
退去強制手続を執るなどの水際対策を推進し，入国管理体制の強化に努めるな
どの施策を講じることとしている。
このような施策を通じて不法滞在者数を半減すること（達成目標）により，

外国人の不正な入国及び在留を抑止し，我が国社会の安全と秩序の維持を目指
す（基本目標）ことができる。
（注）不法残留者数は，我が国の出入国港において上陸が許可された外国人の

， ，うち 許可された在留期間が経過後も我が国に滞在している者の数であり
入国管理局において集計している。

特になし目標達成に影
響を及ぼす可
能性のある外
部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
平成１５年度の政策評価においては 目標達成に向けた施策の実施状況 入， （

管法違反外国人の集中摘発，不法就労外国人対策キャンペーン月間の実施，
入国審査時における偽変造文書発見体制の強化等）及び我が国における不法
残留者数を指標とした。これらの指標を分析することにより，不法滞在者対
策の推進を図ることができたか否かを評価する。

なお，我が国における不法残留者数は結果指標として導入するものである
ところ，評価に当たっては，単に数値の増減のみをもって評価を行うもので
はない。

１．平成１５年度に講じた施策（内容及び実施状況）評 価の 内 容
（１）積極的な摘発，円滑な送還の実施等
ア 摘発体制の強化

東京都新宿区歌舞伎町地区には多数の不法滞在外国人が居住，稼働し，
これら外国人による凶悪犯罪も多発しているところ，新宿及びその周辺の
繁華街等で居住，稼働している不法滞在者対策を強力かつ集中的に行って
いくための拠点として摘発専従型出張所である新宿出張所を新設し，摘発
体制を強化した。この結果，新宿出張所においては平成１５年４月から同
年１２月までに不法滞在者等８４７人を摘発した。

また，極めて多くの情報が摘発要請という形で寄せられる中で，全国の
６割以上の情報が寄せられる東京入国管理局に調査企画部門を新設し，摘
発の前段階として重要な役割を占める提報受理，情報分析，摘発の企画及
び関係諸機関との連絡調整を一元的に実施し，質の高い情報分析を行い，
当該情報を最大限活かせるような体制整備を行った。さらに，入国管理局

，ホームページにおいてメールによる不法滞在者に関する情報受付を開始し
情報を提供しやすい環境を整備した。

イ 入管法違反外国人の集中摘発の実施等
平成１５年１２月の「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」におい
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て，不法滞在者が集中する地域での摘発体制の強化や合同摘発の恒常化を
図るなどして積極的な摘発を行うとされたほか，同年１０月の東京都，警

「 」視庁との 首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言
（以下「共同宣言」という ）において，一部不法滞在者の存在が，多発。
する外国人組織犯罪の温床となっているとの指摘があり，首都東京におい
てこれまで以上に積極的に摘発する方針で臨むとされており，平成１４年
度に引き続き，平成１５年９月から１０月にかけて，全国から入国警備官
を東京入国管理局に応援派遣の上，東京都内を中心に入管法違反外国人の
集中摘発を実施した。その結果，事業所，風俗関連店舗及び居宅等３４５
か所を立入調査し，当局の集中摘発としては史上最高の１，６４３人の入
管法違反外国人を摘発した。

また，共同宣言において言及しているように，入管法第６５条の積極的
な活用により，早期かつ効率的な退去強制手続を進めた。

ウ 円滑な送還の実施
摘発，収容，送還は一体の業務であり，いずれかが滞れば不法滞在者の

スムーズな排除が困難となる。そこで，計画的かつ積極的な摘発と確実な
身柄引取りを行い，迅速かつ円滑な送還を実現するため，東京入国管理局

， ，において 退去強制事由に該当するか否かを審査する違反審査要員１０人
収容場の処遇業務要員２２人，成田空港等への護送等執行業務要員１０人
を増員し，一層強力な退去強制業務処理体制を構築した。

また，必要に応じて国費送還を実施したほか，旅券を所持しない者等送
還のための要件が整わない者についての早期の旅券発給等に関する関係国
に対する申入れ，収容余力の確保のための東日本入国管理センターの収容
施設の拡充等を行った。

（２）不法就労外国人対策キャンペーン月間の実施
平成１５年６月１日から同月３０日までの１か月間を「不法就労外国人

対策キャンペーン月間」と定め，関係省庁，地方自治体，関係団体に対し
て，外国人の不法就労防止に向けた協力を依頼するとともに，主要な空・
海港における外国人に対する啓発，街頭・巡回広報による啓発，在日外国
大使館及び在外日本公館を通じての啓発等の広報活動を行った。

また，平成１５年６月には，政府の「外国人労働者問題啓発月間」が設
定され，外国人労働者問題に関する国民の理解の促進が図られているとこ
ろ，平成１４年度に引き続き，警察庁，厚生労働省，法務省の担当課長で
構成される「不法就労外国人対策等協議会」は，経済４団体に対し，傘下
の事業主に対する適正な外国人の雇用に関する指導と啓発を行うよう要請
した。

（３）上陸審査時の厳格な対応
ア 厳格な上陸審査の実施

不法残留者の大半が在留資格「短期滞在」で入国していることから，各
空港の実情に合わせて当該在留資格に係る上陸審査マニュアル等を作成す
るなどして上陸審査の厳格化を図った。

イ 偽変造文書対策の強化
偽変造文書対策を一層強化するため，東京入国管理局成田空港支局偽変

造文書対策室等において培われてきた鑑識技術等のノウハウの蓄積，国内
外の偽変造文書に関する情報の収集等を目的として，法務省入国管理局総
務課出入国情報管理室に文書鑑識係を新設した。

また，偽変造文書発見体制の強化のためには職員の鑑識能力の向上が不
可欠であるため，最新の偽変造文書の特徴等に関する研修を実施し，職員
の鑑識能力の向上を図った。

さらに，平成１５年度においては，名古屋空港及び福岡空港に偽変造文
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書対策担当の統括審査官を増設したほか，空港の審査ブース等において入
国審査官が旅券等の文書鑑識を行うための小型の機器１６０台を全国の主
要な空・海港に配備し，体制の充実・強化を図った。

（４）関係国との連携強化等
不法滞在者の取締り強化と未然防止の実効を期するため，国内関係機関

との連携を一層推進するとともに，不法滞在者の多く発生する国籍国に対
し，出国管理の強化等を協力要請したほか，平成１６年２月からはコロン
ビア人について査証取得勧奨措置が講じられた。

（５）法整備
不法滞在者対策として，不法滞在に係る罰金を大幅に引き上げ，悪質な

不法滞在者に係る上陸拒否期間を５年から１０年に伸長する一方で，自ら
当局に出頭した者で一定の要件に該当するものについては，簡易な手続で
迅速に出国させるための出国命令制度を新設し，その上陸拒否期間を５年
から１年に短縮すること等を行うことにより，不法滞在者の自主的な出頭
を促す措置を講じるほか，偽りその他不正の手段により上陸許可を受ける
など本来我が国に入国・在留することのできない外国人に対して意見聴取
等を行う等の手続を執った上で，その在留資格を在留期間の途中で取り消
すことができる制度を新設し，不法滞在者の一層の減少を実現するための
入管法改正法案を平成１６年２月２７日に国会に提出した。

２．評価結果
平成１５年度は，東京都内を中心とした集中摘発の実施，不法就労外国人

対策キャンペーン月間の実施及び偽変造文書鑑識体制の充実等に伴う一層厳
格な入国審査の実施など，総合的な不法就労外国人対策を行った結果，毎年
新たな不法残留者が発生する中で，平成１６年１月１日現在の本邦における
不法残留者数は２１９，４１８人と，前年同期に比べ１，１３４人（０．５
） ， ， （ ．％ 減少し １０年前の平成７年１月１日現在と比べ６７ ２８６人 ２３

５％）の減少となるなど引き続き減少傾向を維持していることから，効果的
な不法滞在者対策を実施することができたものと考える。

不法残留者総数の推移
平成７年 平成８年 平成９年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年10 11 12 13 14

286,704 284,500 282,986 276,810 271,048 251,697 232,121 224,067

平成 年 平成 年15 16

220,552 219,418

また，全国の空港等に最新鋭の偽変造文書鑑識機器を配備し十分に活用し
た結果，平成１５年中に出入国審査時に発見した偽変造文書発見件数は，昨

， （ ． ） ， ，年より１ ０６６件 ４１ ０％ の大幅な増加となる３ ６６０件であり
新たな入管法違反者の入国阻止に効果があったものと考える。

しかしながら，不法残留者数は２０万人を超えており，依然として高水準
にあるほか，不法滞在外国人による凶悪犯罪などが発生している中で，我が
国社会の安全を求める国民の期待に応えるためにも，これら外国人を確実に
排除する必要がある。

， ，入国管理局としては 限られた人員でより効果的な取締りの実現を目指し
， ，科学技術を活用した出入国審査 効率的な退去強制手続のための制度の検討

情報管理とその情報の駆使及び関係機関との協力強化等により，一層強力か
つ効果的な不法滞在者対策を推進していく必要がある。特に 「犯罪に強い，
社会の実現のための行動計画」等を強力かつ着実に遂行し，不法滞在者の大
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幅な減少を実現することが最重要と考えている。

特になし見直しの有無

備 考


